
〇山口県自転車防犯登録実施要綱（例規通達） 

 

  平成１１年３月３０日  

山口生企第２３６号  

 

第１ 目的 

  この要綱は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関す

る法律（昭和５５年法律第８７号。以下「法」という。）第１２条第３項の規定によ

る自転車の防犯登録のうち、山口県内において実施する自転車防犯登録（以下「登録」

という。）について必要な事項を定め、もって自転車の盗難防止と被害品の回復を促

進し、所有者の財産保護に寄与することを目的とする。 

第２ 用語の意義 

 １ この要綱において「自転車」とは、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第

２条第１項第１１号の２に規定する自転車をいう。 

 ２ この要綱において「指定店」とは、法第１２条第３項の規定により、山口県公安

委員会が自転車の防犯登録を行う者として指定した山口県自転車軽自動車商協同

組合（以下「組合」という。）が防犯登録指定店として指定した自転車販売店をい

う。 

第３ 登録の対象 

  登録の対象は、指定店において販売された自転車及び自転車の所有者又は当該所有

者の依頼を受けた者（以下「所有者等」という。）が登録を申し出た自転車とする。 

第４ 運営 

  登録の業務は、組合が主体となって、関係機関・団体及び県民の協力を得て運営す

るものとする。 

第５ 登録の推進等 

 １ 山口県警察は、組合及び指定店とともに、あらゆる機会を通じて登録制度の周知

徹底を図り、県民が所有する自転車のすべてに登録が行われるよう登録を推進する

ものとする。 

 ２ 指定店は、自転車の販売に当たって、登録を確実に行うとともに、自転車の記名

及び施錠の励行並びに安全利用等に関する指導に努めるものとする。 

 ３ 指定店は、店舗の見やすい場所に標札（別記第１号様式）を掲出して、指定店で

ある旨の表示を行うものとする。 

第６ 登録の種類 

 １ 新規登録 

   登録がされていない自転車を所有することとなった者が受ける登録をいう。 

 ２ 再登録 

   登録を受けた者又は登録済みの自転車を買い受け、譲り受け、若しくは交換した

者が、４の抹消登録の後において新たな登録を申し出たときに受ける登録をいう。 

 ３ 異動登録 

   登録済みの自転車の所有者が住所を異動した場合又は登録済みの自転車を買い受

け、譲り受け、若しくは交換した者が当該自転車を自己の名義にしようとする場合

（再登録の場合を除く。）に受ける登録をいう。 

 ４ 抹消登録 

   登録済みの自転車の所有者が、当該自転車を廃車するなどの理由により、登録を

抹消しようとする場合に受ける登録をいう。 



第７ 登録手続 

 １ 新規登録及び再登録 

 （１）新規登録及び再登録（以下「新規登録等」という。）は、当該登録を受けよう

とする自転車の所有者等からの申出を受けた指定店において取り扱うものとす

る。 

 （２）指定店は、新規登録等の申出があったときは、防犯登録証（別記第２号様式。

以下「登録証」という。）を自転車の車体の見やすい部分に貼り付けるとともに、

自転車防犯登録票（甲）（別記第３号様式。以下「甲票」という。）、自転車防

犯登録票（乙）（別記第４号様式。以下「乙票」という。）、自転車防犯登録票

（丙）（別記第５号様式。以下「丙票」という。）及び自転車防犯登録票（丁）

（別記第６号様式。以下「丁票」という。）に必要事項を記入し、甲票について

は指定店において保管し、乙票については登録を申し出た者に交付し、丙票及び

丁票については、指定店の所在地を管轄する警察署長（以下「管轄警察署長」と

いう。）に速やかに送付するものとする。 

 （３）管轄警察署長は、(2)により丙票及び丁票の送付を受けたときは、丙票について

は生活安全部生活安全企画課長（以下「生活安全企画課長」という。）に送付し、

丁票については保管するものとする。 

 ２ 異動登録 

 （１）異動登録は、当該登録を受けようとする自転車の所有者等からの申出を受けた

警察署において取り扱うものとする。 

 （２）異動登録の申出を受けた警察署は、登録を申し出た者から異動登録を受ける前

の登録に係る乙票の提示を受けるなどにより、当該自転車の所有者として登録し

ようとする者がその正当な所有者であることを確認（以下「所有者確認」という。）

の上、自転車異動登録票（別記第７号様式。以下「異動登録票」という。）に必

要事項を記入して原本及び複本２部を作成し、原本については登録を申し出た者

に交付し、複本２部についてはそれぞれ確認書（別記第８号様式）を添付して生

活安全企画課長及び異動登録に係る丁票を保管する警察署長に各１部を送付する

ものとする。 

 （３）(2)により異動登録票の送付を受けた警察署長は、これを異動登録に係る丁票に

添付して保管するものとする。 

 ３ 抹消登録 

 （１）抹消登録は、当該登録を受けようとする自転車の所有者等からの申出を受けた

警察署において取り扱うものとする。 

 （２）(1)の申出の受理は、自転車抹消登録申出書（警察署用）（別記第９号様式）又

は自転車抹消登録申出書（指定店用）（別記第１０号様式。以下「抹消申出書（指

定店用）」という。）（以下「抹消申出書」と総称する。）の提出を受けること

により、行うものとする。 

 （３）抹消登録の申出を受けた警察署は、所有者確認の上、当該申出に係る抹消申出

書の複本を作成して生活安全企画課長に送付するとともに、抹消登録に係る丁票

を保管する警察署長に連絡するものとする。この場合において、乙票又は異動登

録票があるときは、抹消申出書に添付して保管するものとする。 

 （４）自転車の買受け又は譲受け、自転車を廃車した者からの届出等により、登録を

抹消すべき自転車を取り扱った指定店は、抹消申出書（指定店用）を速やかに管

轄警察署長に送付するものとする。この場合において、乙票又は異動登録票があ

るときは、抹消申出書（指定店用）とともに送付するものとする。 



 （５）(4)により抹消申出書（指定店用）の送付を受けた管轄警察署長は、抹消登録を

しなかったときは、当該指定店及び当該抹消登録を申し出た者にその旨を通知す

るものとする。 

第８ 登録票等の保管 

 １ 警察署長は、丁票にあっては登録番号順に、抹消申出書にあっては受理番号順に

それぞれ整理して、自転車盗の予防及び被害品の回復等に活用するものとする。 

 ２ 警察署長は、抹消登録に係る丁票又は異動登録票の複本は廃棄するものとする。 

 ３ 警察署長は、丁票のうち登録の日から起算して８年を経過したものについてはそ

の年の１２月末日に、抹消申出書のうち登録の日から起算して１年を経過したもの

についてはその年の１２月末日にそれぞれ廃棄することができる。 

第９ データ登録 

 １ 生活安全企画課長は、別に定めるところにより、警察署長から送付された丙票、

異動登録票及び抹消申出書のデータについて登録を行うものとする。 

 ２ １によりデータを登録した丙票、異動登録票及び抹消申出書については、廃棄す

るものとする。 

 ３ １により登録したデータのうち、登録の日から起算して８年を経過したものにあ

ってはその年の１２月末日に抹消することができる。 

第10 登録証等の適正管理 

 １ 組合は登録証及び登録票配布台帳（別記第１１号様式）により、指定店は自転車

登録証等受払簿（別記第１２号様式）により、登録証及び登録票（甲票、乙票、丙

票及び丁票をいう。以下同じ。）の配布状況又は保有数を明らかにし、これらを厳

重に保管しなければならない。 

 ２ 組合及び指定店は、保管する登録証及び登録票に盗難、紛失等の事故があったと

きは、速やかに管轄警察署長に届け出なければならない。 

第11 指定店に対する指導 

  山口県警察は、組合及び指定店に対し、防犯登録が円滑かつ適正に実施されるよう

必要な指導及び助言を行うものとする。 

第12 費用の負担 

  登録に要する費用は、登録を受けようとする者が負担するものとする。 

第13 経過措置 

  この要綱の実施前に「山口県自転車防犯登録実施要綱の制定について（例規通達）」

（平成４年３月３０日付け山口防犯第２８４号）の規定に基づき行った登録は、この

要綱の規定に基づいて行われた登録とみなす。 
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様式第２号（第７関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

備考 １  防犯登録証はスコッチライト製とし、登録番号を表示する。 

          登録番号は、英字１文字、数字６桁で構成する。 

      ２ 防犯登録証の地色は黄色とし、記載文字は黒文字とする。 

 

山  口  県 

（登録番号） 

防 犯 登 録 証 

18mm 

44mm 



様式第３号（第７関係）

年 月 日

⑧フリガナ

⑨ 氏 名

郵便番号 〒 －

⑩ 住 所

⑪電話番号

注　このカードは、適正に保管管理してください。

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列６とする。

⑫登録店コード

（指定店控）

②登録番号

所
　
有
　
者

１ インチ ２ ミリメートル

自転車防犯登録票　甲

０５ ０６

998　不明

999　コード表に無いメーカー

０７ ９９
⑤ 車 種

０４

折り畳み

０１ ０２

スポーツ 軽快車 実用車

黄 緑 黒 銀 その他

⑦タイヤサイズ

⑥ 車 体 色
０１ ０２ ０３

赤 橙 茶

１１０７ ０８

①登録年月日

④メーカー

メーカーコード

③車体番号

電動アシスト車 その他

０４

ミニサイクル 幼児・子供車

０３

０５

登録店

登録種別 自店販売　・　持込み　・　再登録

９９

青 紫 白 灰

０６ ０９ １０



様式第４号（第７関係）

年 月 日

⑧フリガナ

⑨ 氏 名

郵便番号 〒 －

⑩ 住 所

⑪電話番号

注　１　このカードは、自転車の盗難・遺失届のときに必要ですので、大切に保管してください。
　　２　自転車を売却、譲渡、廃車するときは、このカードを添えてください。
　　３　防犯登録の有効期限は８年間です。なお、期間経過後、有料で改めて登録することができます。
　　４　取得した個人情報は、法令に定める場合を除き、防犯登録以外の目的に利用し、又は第三者に提供することはありません。
備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列６とする。

登録種別 自店販売　・　持込み　・　再登録⑦タイヤサイズ

⑫登録店コード 登録店

黒 銀 その他

０４ ９９

青 紫 白 灰

０６ ０９ １０ １１０７ ０８０５

黄 緑

①登録年月日

④メーカー

メーカーコード

③車体番号

⑥ 車 体 色
０１ ０２ ０３

赤 橙 茶

０３ ０４

折り畳み 電動アシスト車 その他スポーツ 軽快車 実用車 ミニサイクル 幼児・子供車

（本人用）

②登録番号

所
　
有
　
者

１ インチ ２ ミリメートル

自転車防犯登録票　乙

０５ ０６

998　不明

999　コード表に無いメーカー

０７ ９９
⑤ 車 種

０１ ０２



様式第５号（第７関係）

年 月 日

⑧フリガナ

⑨ 氏 名

郵便番号 〒 －

⑩ 住 所

⑪電話番号

注　１　このカード（丙）と次葉のカード（丁）は、作成後１０日以内に警察署へ提出してください。

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列６とする。

　　２　市町コードについては、警察で記入します。

登録種別 自店販売　・　持込み　・　再登録

市町コード

登録店⑫登録店コード

０４ ９９

青 紫 白 灰

０６ ０９ １０ １１０７ ０８０５

①登録年月日

④メーカー

メーカーコード

③車体番号

黄 緑 黒 銀 その他

⑦タイヤサイズ

⑥ 車 体 色
０１ ０２ ０３

赤 橙 茶

０３ ０４

折り畳み 電動アシスト車 その他スポーツ 軽快車 実用車 ミニサイクル 幼児・子供車

（警察本部用）

②登録番号

所
　
有
　
者

１ インチ ２ ミリメートル

自転車防犯登録票　丙

０５ ０６

998　不明

999　コード表に無いメーカー

０７ ９９
⑤ 車 種

０１ ０２



様式第６号（第７関係）

年 月 日

⑧フリガナ

⑨ 氏 名

郵便番号 〒 －

⑩ 住 所

⑪電話番号

登録店

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列６とする。

⑫登録店コード

（警察署用）

②登録番号

所
　
有
　
者

１ インチ ２ ミリメートル

自転車防犯登録票　丁

０５ ０６

998　不明

999　コード表に無いメーカー

０７ ９９
⑤ 車 種

０１ ０２

スポーツ 軽快車 実用車 ミニサイクル 幼児・子供車

０３ ０４

折り畳み 電動アシスト車 その他

銀 その他

⑦タイヤサイズ

⑥ 車 体 色
０１ ０２ ０３

赤 橙 茶

①登録年月日

④メーカー

メーカーコード

③車体番号

０４ ９９

青 紫 白 灰

０６ ０９ １０ １１０７ ０８０５

黄 緑 黒

登録種別 自店販売　・　持込み　・　再登録



様式第７号（第７関係）

年 月 日

⑧フリガナ

⑨ 氏 名

郵便番号 〒 －

⑩ 住 所

⑪電話番号

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列６とする。

受　理　者 　　　　　　警察署　　　　　　課・交番・駐在所　階級　　　　　　氏名

②登録番号

所
　
有
　
者

１ インチ ２ ミリメートル

自転車異動登録票

０５ ０６

998　不明

999　コード表に無いメーカー

０７ ９９
⑤ 車 種

０１ ０２

折り畳み 電動アシスト車 その他スポーツ 軽快車 実用車 ミニサイクル 幼児・子供車

⑦タイヤサイズ

⑥ 車 体 色
０１ ０２ ０３

赤 橙 茶 黄 緑

①登録年月日

④メーカー

メーカーコード

③車体番号

０３ ０４

黒 銀 その他

０４ ９９

青 紫 白 灰

０６ ０９ １０ １１０７ ０８０５

登録種別 自店販売　・　持込み　・　再登録



様式第８号（第７関係）                                      
 

確  認  書 
  

年   月   日  
 

 

登  録  番  号
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異動登録の理由
 

 

 

 

 

 

 

申 出 者 

 

 

 

 住所 

 

 氏名           （登録済みの自転車の所有者との関係        ） 

 

 電話番号 

確 認 方 法 

登 録 番 号 
□ 防犯登録証 □ 防犯登録票 □ 異動登録票  

□ その他（                         ） 

申 出 者 □ 運転免許証 □ その他（                  ） 

登 録 済 み の 

自転車の所有者 □ 防犯登録票 □ 異動登録票 □ 登録データ
 

登録済みの自転車 

の所有者の意思 □ 面接 □ 電話 □ その他（                ）
 

 

  注 □印のある欄については、該当の□内にレ印を付すること。 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 
 



様式第９号（第７関係）      

自転車抹消登録申出書（警察署用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

登 録 番 号
 

  
 

    車体番号
 

              

登 録 済 み の
 

自 転 車 の 所 有 者

 

 住 所
 

 氏 名
 

 
電話番号

 

抹 消 登 録 の 理 由 □ 売却 □ 譲渡 □ 廃車 □ その他（                 ） 

 上記のとおり申し出ます。 

       年  月  日            

            住 所 

                     氏 名           （登録済みの自転車の所有者との関係              ） 

           電話番号 

 

 

※受理警察署記載欄 

受 理 番 号  

確

認

方

法 

登 録 番 号 □ 防犯登録証 □ 防犯登録票 □ 異動登録票 □ その他（        ） 

申 出 者 □ 運転免許証 □ その他（                            ） 

登 録 済 み の 
自転車の所有者 

□ 防犯登録票  □ 異動登録票 □ 登録データ 

登録済みの自転車 
の所有者の意思 

□ 面接 □ 電話 □ その他（                          ）
 

受 理 者 

                  （階級）    （氏名） 

             
課 

     警察署     交番
 

             駐在所
 

 注 □印のある欄については、該当の□内にレ印を付してください。  

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 



様式第１０号（第７関係）  

自転車抹消登録申出書（指定店用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

登 録 番 号
 

       車 体 番 号
 
              

登 録 済 み の 

 

自 転 車 の 所 有 者 

住 所
 

氏 名
 

電話番号
 

抹 消 登 録 の 理 由 □ 売却 □ 譲渡 □ 廃車 □ その他（                 ） 

上記のとおり申し出ます。 

       年  月  日            

            住 所 

                     氏 名            （登録済みの自転車の所有者との関係            ） 

           電話番号 

 

※指定店記載欄 

確

認

方

法 

登 録 番 号 □ 防犯登録証 □ 防犯登録票 □ 異動登録票 □ その他（        ） 

申 出 者 □ 運転免許証 □ その他（                            ） 

登 録 済 み の 
自転車の所有者 

□ 防犯登録票  □ 異動登録票 □ 確認できず
 

登録済みの自転車 
の所有者の意思 

□ 面接 □ 電話 □ 確認できず □ その他（                    ）
 

指 定 店
 

店名 

取扱者 

電話番号 

 

※受理警察署記載欄 

受 理 番 号  

確
認
方
法 

登 録 済 み の 

自転車の所有者 
□ 防犯登録票  □ 異動登録票 □ 登録データ 

登録済みの自転車 

の所有者の意思
 □ 面接 □ 電話 □ その他（                            ） 

受 理 者
 

                  （階級）   （氏名） 

             
課
 

     警察署     交番
 

             駐在所
 

 注 □印のある欄については、該当の□内にレ印を付してください。 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 



様式第 11 号（第 10 関係） 

 

                登 録 証 及 び 登 録 票 配 布 台 帳 

配                    布 

入    金 

摘 要 

月 日 受 領 者 

登 録 証 登  録  カ  ー  ド 

合 計 金 額 

個  数 金  額 枚  数 

番      号 

何  番  か  ら 

何  番  ま  で 

金  額 月  日 金  額 

           

           

          

 

           

           

  備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ列５とする。 

 

 



様式第１２号（第１０関係） 

                   自 転 車 登 録 証 等 受 払 簿 

受          入 払              出 

残 数 摘 要 
月  日 品 名 数 量 

番号（何番か 

ら何番まで） 
月  日 住      所 氏   名 番 号 

登 録

区 分 

           

           

           

           

           

  備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ列５とする。 

 


